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事 務 連 絡  

令和７年６月２６日 

 

一般社団法人 日本義肢協会 理事長 

時吉 重雄 殿 

 

一般社団法人 日本車椅子シーティング協会 代表理事 

松永 圭司 殿 

 

 

厚生労働省 社会・援護局 

障害保健福祉部 企画課 自立支援振興室 

 

 

補装具事業者経営状況調査へのご協力について（ご依頼） 

 

日頃より、障害保健福祉行政にご協力いただき、厚く御礼申し上げます。 

この度、昨今の物価高騰、人件費高騰が補装具事業者の経営状況へ与えた影響を調査

することとなりました。 

 

そこで、貴団体におかれましては、お忙しいところ誠に恐縮ですが、上記経営状況を

示すための調査について 

〇 調査票の作成 

〇 調査票の配布 

〇 調査票の回収 

〇 調査データの簡単な集計 

を無償にてお願いしたいと存じます。 

 

集計したデータについては、7 月中を目途に当室までご提出くださいますと幸いです。 

どうぞよろしくお願いします。 

 

【本調査における厚生労働省担当窓口】 

厚生労働省 社会・援護局 

障害保健福祉部 企画課自立支援振興室 

主査  野原 耕平 

TEL 03 5253 1111 （内線 3511） 

Mail Nohara-kouhei.yx9@mhlw.go.jp 

 



令和 7 年 6 月吉日 

補装具事業者 各位 

 

一般社団法人 日本義肢協会        

理 事 長 時吉 重雄    

一般社団法人 日本車椅子シーティング協会 

代表理事 松永 圭司    

 

 

補装具事業者「経営状況等調査オンライン説明会」開催のご案内 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素より、補装具の供給にご尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

本年 5 月に自民党国会議員による「義肢装具の未来を共に推進する議員連盟」が設立され、国会議員の皆さ

まから厚労省に対し、さまざまな働きかけが行われています。その流れの中で、この度、厚生労働省が補装具

事業者の経営状況調査を実施することとなり、当協会に対し調査の実施依頼が参りました。 

 

つきましては、本調査が実施されることとなった経緯等について、下記のとおりオンライン説明会を開催い

たしますので、ご多忙の折誠に恐縮ですが、ご参加のほどよろしくお願い申し上げます。 

敬具 

記 

 

【対象】日本義肢協会及び日本車椅子シーティング協会の会員（賛助会員含む）、その他、義肢、装具、姿勢保

持装置、車椅子、電動車椅子を取扱う補装具事業者様 

※6 月 30 日ライブ配信の参加は 1 社につき、１アカウント迄（協会員のみ 2 アカウント） 

【日時】2025 年 ６ 月 ３０ 日（月）１８:００～１９:３０ 

【形式】オンライン（Zoom ウェビナー・アーカイブ配信あり） 

【プログラム】18:00-18:05 開会挨拶 時吉 重雄（一般社団法人日本義肢協会 理事長）  

18:05-19:30 経営状況調査について 徳井 亜加根 氏（補装具研究所 代表） 

【参加方法】下記の URL または QR コードから事前参加登録を行ってください。 

【アーカイブ配信】2025 年 6 月 30 日（月）～7 月 14 日（月） 

【お問合せ先】一般社団法人日本車椅子シーティング協会事務局  

TEL：03-6435-0365 E-mail：info@j-aws.jp 

 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_G79jVzKFS8qqaeHmkdmccg 

 

※参加登録後、入力したメールアドレスに参加用のＵＲＬが届きます。 

※アーカイブ配信につきましても、説明会終了後に上記参加用ＵＲＬから 

録画がご覧いただけます。 

mailto:info@j-aws.jp
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_G79jVzKFS8qqaeHmkdmccg


令和 7 年 7 ⽉ 1 ⽇ 
補装具事業者 各位 
 

⼀般社団法⼈ ⽇本義肢協会        
理 事 ⻑ 時吉 重雄    

⼀般社団法⼈ ⽇本⾞椅⼦シーティング協会 
代表理事 松永 圭司    

 
 

補装具事業者「経営状況等調査オンライン説明会」アーカイブ配信のご案内 
 
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素より、補装具の供給にご尽⼒を賜り、厚く御礼申し上げます。 
本年 5 ⽉に⾃⺠党国会議員による「義肢装具の未来を共に推進する議員連盟」が設⽴され、国会議員の皆さ

まから厚労省に対し、さまざまな働きかけが⾏われています。その流れの中で、この度、厚⽣労働省が補装具
事業者の経営状況調査を実施することとなり、当協会に対し調査の実施依頼があり、本調査が実施されること
となった経緯等について、6 ⽉ 30 ⽇にオンライン説明会を開催いたしました。 

 
つきましては、当⽇参加できなかった⽅へ説明会の動画をアーカイブ配信いたしますので、ご多忙の折誠に

恐縮ですが、ご視聴のほどよろしくお願い申し上げます。 
敬具 

記 
 
【対象】⽇本義肢協会及び⽇本⾞椅⼦シーティング協会の会員（賛助会員含む）、その他、義肢、装具、姿勢保

持装置、⾞椅⼦、電動⾞椅⼦を取扱う補装具事業者様 

【配信期間】2025 年 ７⽉ １４ ⽇（⽉）まで 

【形式】アーカイブ配信 

【プログラム】開会挨拶 時吉 重雄（⼀般社団法⼈⽇本義肢協会 理事⻑）  
経営状況調査について 徳井 亜加根 ⽒（補装具研究所 代表） 

【視聴⽅法】下記の URL または QR コードから登録を⾏ってください。 
      ※既に登録済みの場合は、登録後に配信されたメールに記載の「ウェビナーに参加」ボタンから 
       動画掲載ページをご覧いただけます。 

【お問合せ先】⼀般社団法⼈⽇本⾞椅⼦シーティング協会事務局  
TEL：03-6435-0365 E-mail：info@j-aws.jp 

 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_G79jVzKFS8qqaeHmkdmccg 

 
※必要事項をご⼊⼒後、画⾯下部の「登録」ボタンをクリックすると 
 動画掲載ページに移動します。 



 

事 務 連 絡 

令和 7 年 8 月 12 日 

 
 
地 方 厚 生 （ 支 ） 局 医 療 課 
都道府県民生主管部（局） 
 国 民 健 康 保 険 主 管 課 （ 部 ） 
都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

後 期 高 齢 者 医 療 主 管 課 （ 部 ） 
 

                       厚生労働省保険局医療課  

 

 

完成用部品の自主回収と交換について（周知依頼） 

 

 

この度、完成用部品の自主回収と交換について、厚生労働省社会・援護局障害

保健福祉部企画課自立支援振興室及びこども家庭庁支援局障害児支援課より別添

事務連絡（令和 7 年 8 月 7 日付け）が発出されましたので、お知らせします。 

補装具費支給制度において完成用部品として指定している製品について、安全

に関わる問題が発生する可能性がある旨、製造会社より報告があったため、使用

者が当該製品の交換を速やかに行えるよう、支給決定を行っている保険者及び治

療用装具製作事業者へ本情報の提供をお願いいたします。 

その際、保険者において、支給決定情報を参考に、該当する使用者及び治療用

装具製作事業者を特定し、使用者が確実に当該製品の交換を受けるのに必要な情

報が届くための手段を講じていただくよう、よろしくお取り計らいいただきます

ようお願いいたします。 

なお、該当製品については、令和 3 年 4 月に完成用部品として掲載され、令和 6

年 8月に販売中止となっており、今後の支給決定時にはその点もご留意くださいま

すよう、重ねてお願い申し上げます。 

 

記 

 

１．該当製品 

啓愛 K-TB58AAL ピラミッドレシーバ－チューブ アルミ 

啓愛 K-TB58ATI ピラミッドレシーバ－チューブ チタン 

御中 



 

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具

の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準に係る完成用部品の指定

について」（令和 7 年 3 月 31 日付障発 0331 第 29 号・こ支障第 83 号） 

 

【該当区分・名称・型式】 

骨格構造義肢・義足用部品・義足調整用部品・チューブ・ピラミッド（メス）付 

 

 

 

 

 

（照会先） 

厚生労働省保険局医療課 

TEL:03-5253-1111（内線 8034） 

E-mail: ryouyouhi@mhlw.go.jp 



 

事 務 連 絡 

令和７年８月７日 

 

 

都道府県 

各 指定都市  障害保健福祉主管課 御中 

  中 核 市 

 

 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室 

こ ど も 家 庭 庁 支 援 局 障 害 児 支 援 課 

 

 

完成用部品の自主回収と交換について（周知依頼） 

 

 

この度、補装具費支給制度において完成用部品として指定している製品について、安全

に関わる問題が発生する可能性がある旨、別添のとおり製造会社より報告がありました。 

つきましては、使用者に当該製品の情報を速やかに届ける必要があり、支給決定に関わ

る市町村、更生相談所及び補装具製作事業者へ本情報の提供をお願いいたします。 

また、各市町村に対して情報提供する際は、支給決定情報を参考に、該当する使用者及

び補装具製作事業者を特定し、速やかにかつ確実に情報を届けるための手段を講じるよう、

周知徹底をお願いいたします。 

なお、該当製品については既に販売中止となっており、今後の支給決定時にはその点も

ご留意くださいますよう、重ねてお願い申し上げます。 

 

記 

 

１．該当製品 

啓愛 K-TB58AAL ピラミッドレシーバ－チューブ アルミ 

啓愛 K-TB58ATI ピラミッドレシーバ－チューブ チタン 

 

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装

具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準に係る完成用部品

の指定について」（令和 7 年 3 月 31 日付け障発 0331 第 29 号・こ支障第 83

号） 

 

【該当区分・名称・型式】  

骨格構造義肢・義足用部品・義足調整用部品・チューブ・ピラミッド（メス）付 

WKYPE
テキスト ボックス
（別添）




 

 

 

 

 
 

 

 

２．交換対応及び製品に関する問い合わせ先について  

「別添 自主回収のお知らせ」を参照  

 

以上 

 

 

【問合せ先】  

厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 

企画課 自立支援振興室 障害者支援機器係 野原 

TEL：03-5253-1111（内線 3511）  

 

義
足
用
部
品 

義
足
調
整
用
部
品 

チ
ュ
ー
ブ 

ピラミッド

（メス）付 
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令和７年９月８日 

義肢装具部品の選択に関する調査結果について 

一般社団法人日本義肢協会 

理事⾧ 時吉 重雄 

（公印省略） 

 

1. 調査概要 

 調査対象：（一社）日本義肢協会 関東・東京支部 会員事業所 

 調査期間：令和 7 年 8 月 22 日（金）～8 月 29 日（金）、回答期限を 9 月 4 日（木）

まで延⾧ 

 調査方法：Google フォームによるアンケート調査 

 調査目的：更生相談所におけるマスターカード運用に基づく「完成用部品の差し替

え指示」の実態を把握し、義肢装具士による部品選択の裁量を確保するためのエビ

デンスを得ること 

 

2. 回答状況 

 回答件数：65 件中 38 件（68％） 

 

3. 結果 

設問 1「過去 3 年以内に安価なパーツへの差し替えを指摘された経験の有無」 

o ある：27 件（71%） 

o ない：11 件（29%） 

→ 安価なパーツへの差し替えを経験したと回答した事業所が全体の 7 割を超えていた。 

 

種目別、部位別の差替実態については、以下のとおりであった。 

義肢 

 膝継手：ある 13 件（50%）、ない 13 件（50%） 

 足継手：ある 13 件（50%）、ない 13 件（50%） 

 足部：ある 19 件（73%）、ない 7 件（27%） 

 調整用部品（クランプ等）：ある 20 件（77%）、ない 6 件（23%） 

 ライナー：ある 8 件（31%）、ない 18 件（69%） 

装具 

 股継手：ある 2 件（8%）、ない 24 件（92%） 

 膝継手：ある 1 件（4%）、ない 25 件（96%） 

 足継手：ある 8 件（31%）、ない 18 件（69%） 
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装具に比較し、義足では部品の変更を指示されることが多く、継手では約半数、その他の

調整部品では実におよそ 75%もの割合で部品の変更指示を受けていることが明らかとなっ

た。 

 

4. 考察 

1. 特に義肢の足部・足継手・調整用部品は、利用者の歩行能力や生活の質に直結する

重要な部品であり、価格面だけでのパーツ変更指示は事故を招く恐れが大きい。 

2. 部品の変更指示をしている更生相談所の中には、義肢装具士不在の所や、義肢装具

士の立ち合いを認めていない所もある。特に義肢装具の調整部品の選定は義肢装具

士の専門的知見で行うべきものであり、部品の組み立て、部品を用いた製作方法に

ついての知識がない職種が調整部品の変更を指示することは適切とは言えない。 
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過去3年以内にパーツの差し替えを指摘された経験の有無

はい いいえ
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